
○運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱い要領及び事務取扱い上の留意点

について（昭和42年10月11日例規第26号）

［沿革］ 昭和45年９月例規第33号、46年１月第２号、48年11月第56号、54年１月第２号、平成７年

６月第45号、８年10月第37号、10年９月第32号、14年７月第43号、19年７月第29号、22年

２月第４号、25年８月第28号、11月第31号、26年６月第18号、27年６月第14号、28年３月

第11号、29年３月第４号、31年３月第７号、４月第23号、令和元年11月第36号、２年６月

第22号、３年１月第１号、４年９月第25号、５年３月第12号改正

運転免許の効力の仮停止及び自動車等の運転の仮禁止（以下「仮停止等」という。）

の制度の趣旨及び運用上の留意点については、別に通達したところであるが、仮停止等

に関する事務は、公安委員会による免許の取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運

転の禁止に関する事務と密接な関係があり、また、仮停止通知書等の送付に関する事務

のように各都道府県相互間にまたがる事務が多いので、次によりその取扱いに誤りのな

いよう配意されたい。

記

１ 指導教養の徹底

仮停止等は、本処分（運転免許（以下「免許」という。）を取り消し、若しくは免

許の効力を停止し、又は自動車等の運転の禁止をする処分をいう。以下同じ。）と密

接な関係を有する処分であるから、あらかじめ次の事項について部下職員に対して、

指導、教養を徹底することによって、この制度が適正に運用されるように努めること。

(1) 仮停止等制度の趣旨及び関係法令並びに仮停止等と本処分との関連

(2) 仮停止等及び本処分に関する事務の取扱要領

(3) 本処分の処分基準

(4) 事実認定上の留意点（無罪事件又は審査請求若しくは行政訴訟の対象となった事

案を引例する等の方法によること。）

２ 対象事故事件の捜査

(1) 現場臨場

死亡事故事件については、仮停止等に該当する場合が多いことから、死亡事故が

発生した場合は、警察署長又は高速道路警察隊長（以下「警察署長等」という。）

の指名した警部以上の階級にある警察官が現場に臨場して、事件の真相究明に努め

ること。

(2) 本処分に関する関係書類の作成

警察署長等は、実況見分等の結果によって当該事故事件が仮停止等に相当する事



案であると認めたときは、直ちに当該事故事件が迅速適正に処理されるよう必要な

措置を講じ、おおむね事故発生後（救護義務違反にあっては被疑者の検挙後）48時

間以内において本処分に関する関係書類の作成が行われるようにすること。

(3) 免許事実の確認

仮停止等に相当する交通事故を起こした者の中には、故意に免許の取得又は内容

を偽ることがあることから、事故処理に当たっては、必ず免許事実の確認を行うよ

うにすること。

３ 事実の認定

(1) 違反行為に関する事実認定

仮停止等の対象事案の多くは、非現認の事故事件であることから、違反行為に関

する事実認定に当たっては、次に掲げる事項に留意して事案の真相を適確に把握し

ておくこと。

ア 夜間の死亡事故の場合には、目撃者がいないことが多いので、たとえば指定場

所の一時停止違反のように目撃者の証言がなければ違反行為の立証が難しい事案

等については、実況見分を特に入念に行ったうえで判断すること。

イ 信号機又は道路標識若しくは道路標示に関する違反行為の中には、それらの設

置の場所及び状態並びに設置場所の周囲の状況によって信号機等を認識すること

ができない場合があるので実況見分にあたっては、必ず実地に確認しておくこと。

(2) 因果関係の究明

ア 道路交通法（以下「法」という。）第103条の２第１項第２号及び第３号は、

一定の「違反行為をし、よつて交通事故を起こしたこと」をその処分理由として

おり、違反行為が直接又は間接の原因となって交通事故が発生したこと、換言す

れば違反行為と交通事故との間に何らかの因果関係が存在することを要件として

いるので、事実認定に当たっては、次に掲げる事項に留意してこの関係の究明に

努めること。

(ｱ) 違反行為が無免許運転、酒酔い運転又は積載制限違反である場合

これらの違反行為は、いずれも正常な運転ができないおそれがある状態（人

又は車両の状態）での運転の禁止に違反する行為であるから、交通事故が当該

違反行為をした者の故意又は過失によって起こされたものであれば、両者の間

には通常因果関係が存在する場合が多いと思われる。

(ｲ) 違反行為が免許の条件違反又は整備不良車両運転である場合

これらの違反行為は、正常な運転ができないおそれがある人又は車両の部分

的状態での運転の禁止に違反する行為であるから、たとえば制動灯整備不良車



両を運転した者が前方注視を怠り、前車に衝突して交通事故を起こした場合の

ように、当該整備不良の部位と事故結果の間に通常生じうるような定型性がな

い場合は、両者の間に因果関係の存在を認めることができないことに注意する

こと。

(ｳ) 違反行為が前記ア及びひき逃げ違反以外の違反行為である場合

これらの違反行為は、いずれも正常な交通を妨害するおそれがある自動車の

通行方法の禁止に違反する行為であるから、踏切通過違反のように当該違反行

為が直接原因となつて交通事故を起こした場合又は指定場所における一時停止

違反のように当該違反行為をしたために適切な回避措置をとることができず、

そのために交通事故を起こした場合はいずれも両者の間には、一応因果関係が

存在するものと解される。ただし、たとえば禁止場所追越し違反中に突然タイ

ヤが破裂し、そのためにハンドルをとられて路外逸脱をした交通事故を起こし

た場合のように当該違反行為と事故結果との間に通常生じうるような定型性が

ない場合には、両者の間に因果関係の存在を認めることができないこともある

ので注意すること。

イ 因果関係の究明を速やかに行うことが困難な事案については、仮停止等の処分

は行わないようにすること。

４ 処分の決定

(1) 報告、連絡

ア 警察署長等は、仮停止等をしようとするときはあらかじめ運転免許課長に事案

の概要及び処分を必要と認める理由を報告し、処分についての意見を聴いてから

処分を決定すること。

イ アの報告を受けた運転免許課長は、仮停止等をしようとする者の住所地が他の

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の管轄区域内にある場合に

は、直ちにアの報告事項をその者の住所地を管轄する公安委員会に連絡すること。

ウ ア及びイの報告及び連絡は、別添１の仮停止等事案発生即報要領によって行う

こと。

(2) 処分決定上の留意事項

ア いわゆる否認事件は、将来審査請求又は行政訴訟によつて争われる場合が多い

ものであるから、この種事案に対する処分は、本人の自供以外の証拠によつて当

該事案の立証が十分に行えるかどうかをよく検討したうえで決定すること。

イ 被害の程度又は責任の度合いが軽微で、明らかに軽い本処分に相当すると認め

られる事案については、仮停止等を行わず、速やかに本処分が行われるよう手続



をとること。

ウ 仮停止等の処分事由に該当した者が負傷又は病気等のため、明らかに仮停止等

の期間内に自動車等を運転することがないと認められる場合は、仮停止等を行わ

ず、速やかに本処分が行われるよう手続をとること。

５ 被処分者に対する処分通知

(1) 仮停止等の通知は、あらかじめ仮停止等を受けることとなる者の事案に対する申

立てをよく聴取し、事実認定に誤りがないかどうかをよく確かめてから行うこと。

(2) 仮停止等の通知は、当該処分の執行の確保を期するため、当該処分を受けること

となる者が取調べ又は身柄拘束等のために警察署等に出頭又は在署している機会を

利用して行うようにすること。

６ 被処分者の運転車両に対する措置

(1) 仮停止等を受けることとなる者が運転していた車両を交通事故の現場から警察署

その他の場所に移動する場合は、当該処分を受けることとなる者以外の運転資格を

有する者に当該車両を運転させるようにすること。

(2) 仮停止等を受けた者（以下「被処分者」という。）が運転していた車両は、運転

資格を有する引取人が来るまでの間は、警察署その他の適当な場所に一時保管して

おかなければならないので、あらかじめその保管場所について対策を講じておくこ

と。

７ 運転免許証等の保管及び返還

(1) 仮停止等をした事案について、本処分が行われるまでの間における運転免許証（

以下「免許証」という。）、国際運転免許証及び外国運転免許証（以下「免許証等

」という。）の保管は、当該免許証等の送付を受けた警察本部の行政処分担当課（

奈良県警察本部にあっては交通部運転免許課。以下「行政処分担当課」という。）

において行うこと。

(2) 仮停止等の期間内に被処分者が公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更した

場合における変更後の住所地を管轄する公安委員会への法第103条の２第６項（法

第107条の５第10項において準用する場合を含む。）の規定による処分移送通知書

並びにその際における仮停止通知書又は仮禁止通知書及び免許証等の再送付は、当

該仮停止等の期間内に法第94条第１項の規定による住所変更に関する免許証の記載

事項の変更届出があったとき又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持す

る者から住所を変更した旨の通知があったときに限り行うようにすること。

(3) 免許証等の提出を受けたときは、当該提出をした者に対し、次のことを教示して

おくこと。



ア 仮停止等の期間内に本処分が行われなかった場合における免許証等の返還は、

(1)の場所で行うこと。

イ 仮停止等の期間内に公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更した場合には、

免許を受けている者にあっては当該期間内に速やかに法第94条第１項の規定によ

る免許証の記載事項の変更届出を、国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す

る者にあっては仮禁止をした警察署長等に対し住所を変更した旨の通知を行うこ

と。

ウ イの場合において、変更届出又は通知を怠ったときは、免許証等は事案発生時

の住所地の行政処分担当課で返還することになること。

８ 弁明の機会の供与

(1) 法第103条の２第２項（法第107条の５第10項において準用する場合を含む。）の

規定に基づき、仮停止処分通知書又は仮禁止処分通知書による弁明の機会の供与を

行う場合には、当該処分の通知の際に重ねて弁明の機会のある旨を口頭で説明する

とともに、併せて次の事項を教示しておくこと。

ア 弁明は、特別な事情がない限り、警察署で行うこと。

イ 弁明は、あらかじめ指定した日までの間に行うこと。ただし、特にやむを得な

い事情があれば、弁明の日時を変更することができること。

ウ 弁明は、口頭による弁明に代えて弁明書を提出して行うことができること。

(2) 被処分者又はその代理人から口頭による弁明が行われたときは、警察署長等又は

警察署長等の指名する警察職員がその弁明を録取し、これを読み聞かせて誤りのな

いことを確認し、署名させること。

(3) 警察署長等の指名する警察職員が弁明を録取した場合には、速やかにその内容を

警察署長等に報告すること。

(4) 警察署長等は、被処分者又はその代理人の弁明の内容を審査した結果、仮停止等

をすることが適当でないと認めたときは、あらかじめ警察本部長の指示を受け、そ

の処分を取り消すこと。この場合において、被処分者に対し、速やかにその旨を通

知するとともに、提出されている免許証等を返還すること。

９ 仮停止通知書等の送付

(1) 仮停止等をした警察署長等は、仮停止通知書又は仮禁止通知書及び被処分者から

提出を受けた免許証等（以下「仮停止通知書等」という。）を送付する場合におい

て、当該送付先が次に掲げる公安委員会であるときは、それぞれ次に定める書類と

ともに送付すること。

なお、イに掲げる公安委員会に送付するときは、当該公安委員会あてに直接送付



すること。

ア 奈良県公安委員会

当該事案に係る本処分の上申書及び関係書類

イ 他の公安委員会

奈良県公安委員会から送付先公安委員会あての行政処分関係書類送付書及びそ

の添付書類

(2) 仮停止通知書等の送付は、次に掲げるところにより行うこと。

ア 送付途中において、免許証等が紛失することのないよう配意すること。

イ 送付手続は、仮停止等の決定をしたときからおおむね３日以内に行うこと。

ウ (1)のイに掲げる公安委員会に送付するときは、ア及びイに掲げるもののほか、

次に掲げる事項に留意すること。

(ｱ) 必ず特殊取扱いによる郵便又は信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に

準ずるもの（以下「特殊取扱郵便等」という。）により行うこと。

(ｲ) 原則として、当該事案に係る本処分の意見の聴取期日の５日前までに到着す

るようにすること。

(ｳ) (ｲ)の場合において、特殊取扱郵便等によっても、(ｲ)に掲げる期日までに到

着することが困難であると認められるときは、ファクシミリ装置を用いて送信

するなど適宜の措置を講ずることにより意見の聴取の準備に必要な事項を通報

すること。

(3) 仮停止通知書及び仮禁止通知書の記載は、処分移送通知書の記載方法に準じて行

うこと。

10 警察庁情報処理センターに対する登録手続

(1) 仮停止等をした警察署長等から４の(1)のアによる報告を受理した交通部運転免

許課長（以下「運転免許課長」という。）は、直ちに保管する免許台帳（被処分者

の住所地が他の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該住所地の行政処分担当

課への照会）によって、被処分者の氏名、生年月日、性別及び免許証番号を確認し、

当該事案について事故登録票を作成し、速やかに事故登録を行うこと。

(2) 事故登録に伴う警察庁情報処理センターからの点数通報を受理した場合に、仮停

止等を受けた者の住所地が他の公安委員会の管轄区域内にあるときは、直ちにその

者に係る点数通報書を他の行政処分関係書類とともに住所地を管轄する公安委員会

に送付すること。

なお、住所地を管轄する公安委員会において、急を要するときは、当該事案の事

故登録が行われた直後に、その者について違反事実照会を行い、その回答に基づい



て意見の聴取の準備を行うようにすること。

11 意見の聴取の期日及び場所の通知等

(1) 通知

仮停止等事案に係る本処分は、仮停止等処分の期間内に意見の聴取を行って執行

することを原則としていることから、意見の聴取の期日及び場所の通知は、次に掲

げるところにより、速やかに行うこと。

ア 意見の聴取を行う公安委員会が奈良県公安委員会である場合

(ｱ) 運転免許課長は、４の(1)のアによる報告を受けた事案が意見の聴取該当事

案であると認めたときは、直ちに意見の聴取の期日及び場所を決定し、当該報

告をした警察署長等に対し、被処分者に対する意見の聴取通知書（別記様式）

の交付を指示すること。

(ｲ) (ｱ)による指示を受けた警察署長等は、仮停止等の処分通知の際に併せて意

見の聴取通知書を交付することにより意見の聴取の期日及び場所の通知を行い、

被処分者から受領書を徴しておくこと。

イ 意見の聴取を行う公安委員会が他の公安委員会である場合

(ｱ) ４の(1)のイによる連絡を受けた公安委員会は、当該事案が意見の聴取の該

当事案であると認めたときは、直ちに意見の聴取の期日及び場所を決定し、当

該事案の発生地を管轄する公安委員会に対し、被処分者に対する意見の聴取通

知書の交付を依頼すること。

(ｲ) (ｱ)による依頼を受けた公安委員会は、仮停止等をした警察署長等に対し、

当該依頼に係る意見の聴取通知書の交付を指示すること。

(ｳ) (ｲ)による指示を受けた警察署長等は、アの(ｲ)の要領により通知を行い、受

領書を徴しておくこと。

(2) 意見の聴取通知書の交付等

ア 意見の聴取通知書の交付について指示又は依頼を受けた警察署長等は、所要の

事項を記載した意見の聴取通知書を複写の方法により正副２通を作成し、正本を

被処分者に交付すること。

イ 警察署長等が他の公安委員会から依頼を受けて交付する意見の聴取通知書の裏

面には、別添２の要領により、依頼を受けて交付するものである旨を記載してお

くこと。

ウ 意見の聴取通知書の副本には、意見の聴取通知書を作成した警察署長等名並び

に交付した警察官の階級及び氏名を記入するとともに、それぞれ押印すること。

この場合において、意見の聴取通知書の副本の受領書欄の裏面等に、別添３に定



める内容を被処分者に記載させておくこと。

エ 意見の聴取通知書の副本は、仮停止通知書等と同時に仮停止通知書等の送付先

である公安委員会に送付すること。

(3) 年末年始等における取扱い

仮停止等の処分事由に該当する事実が年末年始等の時期に発生し、仮停止等の期

間内に意見の聴取を行うことができない場合においても、仮停止等を行うこととし、

意見の聴取の期日及び場所の通知についても、仮停止等の処分の通知の際に併せて

行うこと。この場合において、仮停止等の期間を経過したときは、免許証等は返還

しておくこと。
























